
平成 29 年 6 月 27 日 

各 位 

会 社 名： 株式会社ジャパンミート 

代表者名：代表取締役社長 境 正博 

（コード番号：3539  東証） 

問合せ先：執行役員経理部長 杉山 洋子 

（TEL 03-6453-6810） 

 

当社における不適切な販売表示当社における不適切な販売表示当社における不適切な販売表示当社における不適切な販売表示に関する書類送検のに関する書類送検のに関する書類送検のに関する書類送検のお知らせお知らせお知らせお知らせ    

 

 本日、当社及び当社従業員３名は「医療品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律」（以下、「薬機法」という。）違反容疑で書類送検されましたので、その

旨をお知らせいたします。 

 

 平成 28年 8月より当社店舗において販売しておりました「水素水」に関し、当社が作成

した販促物に不適切な販売表示が行われていたことで、「薬機法」の違反容疑で、当社が調

査されたものです。 

当社としましては、平成 28年 11月 28日にジャパンミート瑞穂店・東村山店、同月 12

月７日に弊社本社・東京本部・加工物流センターにて警察による立入調査をうけてから、

関係当局の調査に全面協力するとともに、再発防止のための対策を進めてまいりましたが、

本日まで本件の捜査に支障をきたさぬよう公表を控えておりました。 

 

このような事態は極めて遺憾であり、日頃から当社をご利用、ご愛顧いただいておりま

すお客様、株主様ならびに関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりま

すことについて、深くお詫び申し上げます。 

 

 現在、当社では不適切な販売表示を防止するため、今一度各種会議での周知徹底を行う

とともに、新たに販促物を作成する際に「薬機法」違反に該当しないかチェック手続きを

構築し、本年１月６日より運用を開始し、再発の防止に努めております。 

 当社は、今後とも関係当局の捜査に全面的に協力していくとともに、徹底した再発防止

および、コンプライアンスに関する一層の管理・監督の強化を図って参ります。また同時

に、今般の事態を極めて厳粛に受け止め、信頼回復に努めてまいります。 

 

今後、当件に関し開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

                                     以上 


